
  

 

 

【１．消費者月間記念講演会】～健康に役立つ食生活～生活習慣病の予防に向けて～ 

 生活習慣病は日頃の生活の積み重ねの結果です。子供にも大人にも大切な正しい食生活等を 

学べるように、健康管理士一般指導員、食生活ジャーナリストとして活躍する上原道康さんに 

よる講演を行います。その他、倫理的消費（エシカル消費）に関する講話もあります。  

日時 ５月３０日（水）１３：４０～１５：５０ 

会場 消費生活センター（中央区弁天１－２５－１）定員 ８０人（応募多数の場合抽選） 

託児 １歳６か月以上の就学前児を対象に託児あり。希望者は申込み時に子供の年齢を明記。 

申込方法 ５月１７日（木）必着。往復はがき又は電子申請で①代表者の氏名②住所③電話番号④参加人数   

⑤託児希望の場合は子供の年齢を明記し、〒２６０－００４５中央区弁天１－２５－１消費生活センターへ 

※参加にあたり主催者側で対応が必要な事項がある場合は、５月１７日（木）までにご連絡ください（車いすの

スペース、手話通訳等）。 

消費者庁は平成 30 年度の消費者月間において、様々な主体が当事者としてそれぞれの

役割について考え、行動するきっかけとなるよう、「ともに築こう 豊かな消費社会 ～誰一

人取り残さない～」を全国的な統一テーマとして掲げています。 

 

消費者の力で持続可能な
社会を実現しよう！ 

（前 月 比： △21 件） 

（ ：△100 件） 
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平成３０年３月 相談件数 ●５月は消費者月間 講演会等のご案内

●コラム 子供の金銭教育 

●ご存知ですか？消費生活センター 

●新生活 子供の事故やトラブルにも気をつけて！ 

●消費者被害注意報
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【２．消費者教育特別展示】 

 市や市内の団体などの消費者教育に関する取り組みをパネル展示等で紹介します。 

日時 ５月１２日（土）～１８日（金）９：００～２１：００ 

※初日は１３：００から。最終日は１７：００まで。 会場 生涯学習センター（中央区弁天３） 

 金銭感覚とは、お金に関する考え方、感じ方、使い方に対する感覚を意味す

る言葉です。この感覚は大人になって身に付けるより、子供のうちから計画的

に育てることで身に付く感覚です。学校では「金銭」に関する知識的な学習は

しますが、この「金銭感覚」を育てる学習まではしません。よりよい「金銭感

覚」を子供に身に付けさせる方法の一つが「お小遣い制」です。当センターで

は、４月に市立小学校のすべての児童に「おこづかいちょう」（右図）を配布し

ています。お小遣い制にしたら、必ず「おこづかいちょう」に記録させてより

よい金銭感覚を身に付けさせましょう。 

子供の金銭教育 

～お小遣いで金銭感覚を身に付ける～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私たちの日々の暮らしと切り離せない消費生活が安全・安心で豊かなものであるために、 

消費者トラブルの相談や情報提供、適正計量などに、様々な主体と連携して取り組んでいます。 

千葉市消費生活センターはこんなところ！ 

ご存知ですか？消費生活センター

 

（３階）消費生活に関する活動をする市民・団体に実験実習室や研修講義室

などを無料で貸し出しているほか、講座を開催しています。 

（２階）消費生活相談を

受け付けています。 

また、消費生活に関する

書籍や映像資料を貸し

出しています。 

（１階）暮らしに役立つ掲示物やパンフレットで情報を提供しています。 

血圧計や体重計、計量に関する歴史的な展示物もあります。 

ちばし消費者応援団 

消費生活に興味のある方や消費者教育に関する活動をしている団体が登録できます。 

登録された方には、情報紙の送付や活動場所の提供などの支援を行います。 

詳しい内容は 

ホームページを☞ 

 

情報提供 

消費生活講座や講演会の開催、「暮らしの情報いずみ」などの情報紙の発行・配布をおこな

っています（ホームページでも公開しています）。 

このほか、「くらしの巡回講座」は、皆様の依頼に基づき、消費生活相談員等による消費者

トラブル防止の講座のほか、パナソニック㈱や大塚製薬㈱の協力のもと暮らしに役立つ情

報や健康の維持・増進に関する講座をお届けします。 

（15人以上の団体が利用できます） 

 

 

くらしの巡回講座 

ホームページ☞ 

 

消費生活相談 

商品・サービスへの疑問、悪質商法、架空請求、契約・取引、 

多重債務（借金の返済に関すること）等に関する相談を受け付けています。 

【相談の方法】 

電話（月～土曜日９：００～１６：３０）☎０４３－２０７－３０００ 

来所（月～金曜日９：００～１６：３０）中央区弁天１－２５－１ 

インターネット（２４時間受付） 

※電話・来所は祝日・年末年始を除きます。 

また、弁護士による多重債務特別相談は予約制（第２・４木曜日午後に実施）です。 

詳しい内容は 

ホームページを☞ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自転車の荷台に子供がまたがっていたとき、左足が後輪に挟まり、アキレス腱が見える 

ほどの深い傷を負った、足置きが壊れている幼児座席に子供を乗せて走行中、 

足がずり落ち、かかとが後輪に挟まれた、などの事故が報告されています。 

6歳以上の子供を同乗させることは、車軸に足を巻き込むこともあり、大変危険な行為です。絶対にやめまし

ょう。※千葉県では、普通自転車で６歳以上の者を乗せて 2人乗りをすることはできません（千葉県道路交通

法施行細則）。 

小学生のスマートフォン利用率は約 30％です（H30.2内閣府調査）。便利である一方、インターネ

ット上の有害情報への接触やゲーム課金等のトラブル、スマホ依存による日常生活の乱れ等の問題

も生じています。 

スマートフォンを購入するときは、携帯電話事業者から違法・有害情報との接触から守る「フィルタリング（有

害サイトアクセス制限サービス）」の説明があります。子供の状況に合わせて設定しましょう。 

①送り迎えなどで自転車に子供を乗せるときは、足の巻き込み事故に注意しましょう 

 

 

 

 

事故を防ぐために 

6 歳未満の子供には、必ず幼児座席を準備し、乗せるときは座席ベルトを使用しヘルメットを必ず装着させま  

しょう。衣類等の巻き込みを防ぐドレスガードを併用するとさらに安心です。 

幼児座席を取り付ける際は、取扱説明書をよく読み、自転車への取付けの可否、適合する自転車のサイズ、両立

スタンドであるかを必ず確認してください。 

 

新たな生活をスタートした方の中には、入園・入学・進学などを機に、自転車や子供用のスマートフォンの

購入を検討している方もいらっしゃると思います。子供が思わぬトラブルに巻き込まれないように、以下のこ

とについて気を付けましょう。 

新生活 子供の事故やトラブルにも気をつけて！ 

 

②子供がスマートフォンを持つにあたって、ルールを決めていますか？ 

 

 

 

 

トラブルを防ぐために 

【１最初が肝心】スマホを買い与えるときは、最初が肝心です。使う時のルールについて話し合い、紙に書い

ておきましょう。また、ルールが徹底されるようペナルティも決めておきましょう。 

【２ルール作りの参考は】思いつきや子供とのなれ合いでルールを作ることはやめましょう。各携帯電話  

会社や公的機関では、サイトでルールの具体例を公表しているので、それを参考に我が家のルールを決めましょ

う。また、オンラインゲームやアプリ等のネット上の各種サービスにはまり、通常の生活ができなくなるネット

依存を予防するためにも、使用時間に関するルールも忘れずに入れておきましょう。 

 

消費者庁では、子どもの不慮の事故を防ぐための様々な取組を行う「子ども 

を守る！ プロジェクト」を推進しています。様々な情報を提供するほか、 

「子ども安全メール from 消費者庁」を週 1回配信しています。 

詳しい内容は 

ホームページを☞ 

  



 

 

商品・サービスの契約トラブルは千葉市消費生活センターへ！ 

相談専用電話  ☎０４３－２０７－３０００ 

              ※月曜日～土曜日９:００～１６:３０※祝日・年末年始は除く 

発行：千葉市消費生活センター TEL:０４３－２０７－３６０２ FAX:０４３－２０７－３１１１ 

見守りのポイント 

 

 

事例 「不要な着物や衣類を買い取る。」「午後再び来るので、 

あれば用意しておいてください。」と女性が訪問してきた。 

衣類などを用意して待っていると女性ではなく 

男性が来て、衣類には目もくれず、 

「指輪やネックレスはないのか？」と強い口調で 

言われた。ネックレスを見せたところ、 

１，０００円で強引に買い取られてしまった。 

≪相談員のアドバイス≫ 

・自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、購入業者は突然訪問して勧誘する 

こと、約束したものとは別の物品について売却を求めることは法律で禁止されて 

います。 

・訪問購入はクーリング・オフすることができます。しかし、連絡先を教えてもらっ

ていない、教えてもらっていても連絡が取れない等、売却した物品を取り戻すこと

が困難な事例も多く発生しています。急に訪れた業者を家に入れるのは危険です。 

・訪問業者は「契約書面」を渡すことが定められています。売却の際は契約書を必ず

受け取り、大切に保管しましょう。 

・クーリング・オフ期間中は、購入業者に物品を引き渡さないこともできるので、 

物品を渡さないこともトラブル回避に有効です。 

千葉市高齢者等悪質商法被害防止ネットワーク 

 Ｎｏ．７６ 


